
 

   佐渡市自家用有償旅客運送運営協議会設置要綱 

 （目的） 

第１条 佐渡市自家用有償旅客運送運営協議会（以下「協議会」という。）

は、道路運送法（昭和２６年法律第183号。以下「法」という。）の規定

に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、佐渡市の住民の福祉の

向上又は交通空白域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、公共

交通空白地又は福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客

から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のため

に必要となる事項を協議するため設置する。 

 （協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

⑴ 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録（法第79条の

６項第１項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の７

第１項の規定に基づく変更登録を含む。）を申請する場合における運

送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項 

⑵ 法第79条の12第１項第４号の規定による合意の解除に関する事項 

⑶ 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家

用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項 

（協議会の構成員） 

第３条 協議会の構成員は、次に掲げる者とする。 

 ⑴ 佐渡市交通政策課長 

⑵ 佐渡市社会福祉課長 

 ⑶ 佐渡市高齢福祉課長 

 ⑷ 新潟交通佐渡株式会社の代表者 

 ⑸ 佐渡地区ハイヤー協会の代表者 

 ⑹ 新潟交通佐渡労働組合の代表者 

 ⑺ 国土交通省北陸信越運輸局新潟運輸支局の代表者 

 ⑻ 佐渡市社会福祉協議会の代表者 

 ⑼ 民生委員児童委員 

 ⑽ 佐渡市老人クラブ連合会の代表者 

 ⑾ 学識経験者その他の協議会が必要と認める者 
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（協議会の運営） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、佐渡市交通政策課長をもって充て、副会長は、会長が指名す

る。 

３ 会長は、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長に事故があるときは又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

５ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

６ 会議の議事は、委員の合議で決する。ただし、合議が調わないときは、

委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

７ 会長は、協議会の運営上必要と認めるときは、委員以外のものを出席

させ、意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

８ 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取り扱いについ

ては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講ずるもの

とする。 

（守秘義務） 

第５条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏ら

してはならない。 

（協議結果の取扱い） 

第６条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を

尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

（事務局） 

第７条 協議会は、協議会の運営に関する事務を行うため、交通政策課に

事務局を置く。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は

会長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成27年５月１５日から施行する。 



 

 

佐渡市自家用有償旅客運送運営協議会事務局規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、佐渡市自家用有償旅客運送運営協議会設置要綱(平成27年５月15日施行)

第７条の規定に基づき、佐渡市自家用有償旅客運送運営協議会（以下「協議会」という。）

の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 協議会の庶務に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項 

（職員） 

第３条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。 

２ 事務局長は、佐渡市交通政策課長補佐をもって充てる。 

３ 事務局員は、事務局長が指名する佐渡市交通政策課の職員をもって充てる。 

（専決事項） 

第４条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認め

られる事項については、この限りでない。 

⑴ 事務局の運営に関すること。 

⑵ 物品の購入その他協議会運営に必要な契約の締結に関すること。 

⑶ 物品及び現金の出納に関すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。 

（文書の取扱い） 

第５条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、

佐渡市において定められている文書の取扱いの例による。 

（公印の取扱い） 

（その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則  

 この規程は、平成 27 年６月４日から施行する。 

 



佐渡市自家用有償旅客運送運営協議会財務規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、佐渡市自家用有償旅客運送運営協議会設置要綱（平成27年５月15日

制定。以下「要綱」という。）に基づき、佐渡市自家用有償旅客運送運営協議会（以下

「協議会」という。）の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（予算） 

第２条 協議会の予算は、佐渡市のほか事業に参加する者からの負担金、補助金、繰越金

その他の収入をその歳入とし、協議会の運営及び事業に係る経費をその歳出とする。 

２ 協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎年会計年度予算を調整し、協議会の会

議（以下「会議」という。）に諮るものとする。 

３ 協議会の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月31日に終了する。 

（予算の補正） 

第３条 会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたときは、これ

を調製し、速やかに会議に諮るものとする。 

（予算区分） 

第４条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第１のとおりとする。 

２ 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第２のとおりとする。 

３ 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第１及び別表第２に規定す

る以外の款、項及び目を定めることができる。 

（予算の流用及び予備費の充用） 

第５条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、佐渡市の例によるものとする。 

２ 会長は、前項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用をしたときは、直近の会

議で報告しなければならない。 

（出納及び現金の保管） 

第６条 協議会の出納は、会長が行う。 

２ 協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。 

（協議会出納員） 

第７条 会長は、協議会の事務局職員に協議会出納員を命ずるものとする。 

２ 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務をつかさどる。 

（収入及び支出の手続） 

第８条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、佐渡市の例により行うものとする。 

２ 協議会の出納員は、次に掲げる簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 

⑴ 予算差引簿 

⑵ 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊 

 



（決算等） 

第９条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく協議会の決算を調製し、協議会に諮るもの

とする。 

（その他） 

第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、佐渡市の例に

よるものとし、特に必要な事項については、会長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成27年６月４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第４条関係） 

 歳入予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 

２ 補助金 ２ 補助金 ２ 補助金 

３ 繰越金 ３ 繰越金 ３ 繰越金 

４ 諸収入 ４ 諸収入 ４ 諸収入 

 

別表第２（第４条関係） 

 歳出予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 運営費 
１ 会議費 １ 会議費 

２ 事務費 ２ 事務費 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 

 



佐渡市自家用有償旅客運送運営協議会公印規程 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、佐渡市自家用有償旅客運送運営協議会(以下、「協議会」

という。)の公印の種類、管理等について、必要な事項を定めるものとする。 

(公印の取扱い) 

第２条 協議会の公印の種類は会長印とし、公印の名称、形状、寸法、書体、

用途及び個数は、別表のとおりとする。 

(公印の管理) 

第３条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、整理保存しなければなら

ない。 

２ 事務局長は、公印を堅固な容器に収め施錠の上、保管しなければならない。 

 (公印の使用) 

第５条 事務局長は、公印を使用する場合、会長の許可を得て使用しなければ

ならない。 

 (公印の新調又は廃止) 

第６条 事務局長は、公印を新調又は廃止する場合、会長の許可を得なければ

ならない。 

 (その他) 

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

 この規程は、平成 27 年６月４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表(第２条関係) 

 名称 佐渡市自家用有償旅客運送運営協議会会長之印 

 形状及び寸法 

   

 

 

                                 24mm 

 

 

          24mm 

  書体 てん書 

用途 会長名をもって発する文書 

個数 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式(第３条関係) 

 

公印台帳 

公印名  

新調 年 月 日 廃止 年 月 日 

理由  理由  

印影 

 

 

 

 

書体 

 

寸法 

 

 


